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兵庫県告示第263号 

 労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、平成31年３月８日に、三田市東本庄2493

愛野会労働組合執行委員長井上有喜から次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗）平成31年３月22日 金曜日  第 3090 号
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  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 事件 

  愛野会労働組合が主張する次の事項について 

  賃上げ、夏季一時金、労働条件改善 

２ 日時 

  平成31年３月27日（水）午前０時以降、争議解決に至るまでの期間 

３ 場所 

あいの病院          三田市東本庄2493 

老人保健施設アルカディア 同上 

４ 概要 

  連続的あるいは断続的にあらゆる形の争議行為を単独又は併用して実施する。 

 

兵庫県告示第264号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成31年３月22日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、丹波県民局丹波土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

泉 八 上 新 線 

篠山市泉字宮ノ下ノ坪1168番１から 

同 市日置字門田448番１まで 

篠山市泉字河原ノ坪1255番１から 

同 市日置字門田445番１まで 

旧

6.0から

18.0まで

3.0から

13.0まで

398.0 

 

143.0  

 

篠山市泉字宮ノ下ノ坪1168番１から 

同 市日置字門田448番１まで 
新

11.0から

23.0まで
399.0 

 

 

兵庫県告示第265号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成31年３月22日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、阪神北県民局宝塚土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

三 田 後 川 上 線 

三田市志手原字梅ノ木1076番27から 

同 市志手原字川ノ上371番３まで 

旧
6.0から

21.0まで
786.0 

 

 

新
8.0から

47.0まで
792.0 
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兵庫県告示第266号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成31年３月22日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、阪神北県民局宝塚土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

三 田 後 川 上 線 

三田市鈴鹿字花折400番１から 

同 市酒井字鯛家地596番５まで 

旧
4.0から

18.0まで
607.0 

 

 

新
12.0から

18.0まで
607.0 

 

 

兵庫県告示第267号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成31年３月22日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、阪神北県民局宝塚土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

曽 地 中 三 田 線 

三田市加茂字野口380番４から 

同 市上井沢字寺垣内287番１まで 

旧
5.0から

12.0まで
161.0 

 

 

新
10.0から

13.0まで
157.0 

 

 

兵庫県告示第268号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成31年３月22日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、西播磨県民局光都土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

国道 

３ ７ ３ 号 

佐用郡佐用町久崎字籠中298番２から 

同 郡同 町久崎字笹ケ岨837番１まで 

旧
7.0から

17.0まで
198.0 

   

新
8.0から

29.0まで
198.0 
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兵庫県告示第269号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成31年３月22日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、但馬県民局豊岡土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

国道 

１ ７ ８ 号 

豊岡市下宮字弁才天672番から 

同 市下宮字弁才天667番１まで 

旧
17.0から

20.0まで
47.0 

 

新
17.0から

20.0まで
47.0 

 

 

兵庫県告示第270号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成31年３月23日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、丹波県民局丹波土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

篠 山 山 南 線 

篠山市大山下字山代坪895番１から 

同 市大山下字川代西坪2226番８まで 

旧
5.0から

18.0まで
2,027.0 

   

 

 

 新

5.0から

18.0まで

8.0から

48.0まで

2,027.0 

 

1,846.0 

 

 

兵庫県告示第271号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成31年３月22日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、淡路県民局洲本土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考
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県道 

倭 文 五 色 線 

南あわじ市倭文安住寺字西原田546番15か

ら 

洲本市五色町上堺字皿池反り1211番３まで

旧
4.0から

11.0まで
89.0 

  

新
5.0から

26.0まで
100.0 

 

 

兵庫県告示第272号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成31年３月22日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、淡路県民局洲本土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

鳥 飼 浦 洲 本 線 

洲本市五色町上堺字皿池反り1207番４から

同 市五色町上堺字皿池反り1211番３まで

旧
5.0から

17.0まで
136.0 

  

新
11.0から

28.0まで
127.0 

 

 

兵庫県告示第273号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、阪神南県民センター西宮土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

尼 崎 港 線 

尼崎市御園町３番３から 

同 市昭和通３丁目96番まで 

旧
9.0から

25.0まで
327.0   

新
18.0から

44.0まで
327.0 

一部 

予定地

 

 

兵庫県告示第274号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、阪神北県民局宝塚土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

米 谷 昆 陽 尼 崎 線 

伊丹市昆陽東５丁目９番１から 

同 市昆陽東５丁目112番まで 

旧
8.0から

19.0まで
365.0   

新
18.0から

27.0まで
365.0 

一部 

予定地

 

 

兵庫県告示第275号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、阪神北県民局宝塚土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

国道 

１ ７ ６ 号 

川西市栄根２丁目141番21から 

同 市栄根２丁目271番２まで 

旧
9.0から

18.0まで
333.0   

新
16.0から

18.0まで
333.0 

一部 

予定地

 

 

兵庫県告示第276号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、北播磨県民局加東土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

平 荘 市 場 線 

小野市黍田町字鑵子山1001番13から 

同 市黍田町字片山821番１まで 

旧
7.0から

31.0まで
343.0    

新
 9.0から

31.0まで
343.0 予定地

 

 

兵庫県告示第277号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更する。 

 その関係図面は、平成31年３月22日から２週間、但馬県民局新温泉土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

浜坂港浜坂停車場線 

美方郡新温泉町芦屋字西岡323番６から 

同 郡同  町浜坂字東岡2351番10まで 

旧
5.0から

30.0まで
345.0    

新
 15.0から

33.0まで
345.0 

一部 

予定地

 

 

兵庫県告示第278号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜

地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 

 なお、その関係図面は、淡路県民局洲本土木事務所及び南あわじ市役所に備え置いて縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定区域 

区 域 名 市 郡 名 区 町 名 町大字名 小 字 名 地     番 

西 十 軒 家 南あわじ市  福 良 岩 谷

船 ノ 上

 

 

 

丙758番１、丙758番３ 

乙534番10、乙1549番１、乙1549番５、乙1549

番６、乙1550番２から乙1550番５まで、乙

1552番、乙1552番１の一部、乙1564番の一

部、乙1565番、乙1566番１、乙1566番２、

乙1566番８、乙1567番１から乙1567番３ま

で、乙1567番５、乙1568番１、乙1568番２、

乙1569番の一部、乙1565番地先の無番地の

一部、乙1564番から乙1567番１に至る地先

の道路敷の一部 

 

 

兵庫県告示第279号  

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとお

り認可した。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 施行者の名称 

  三木市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  東播都市計画下水道事業三木市公共下水道 

３ 事業施行期間 

  変更なし 

４ 事業地 

 (1) 収用の部分 

変更なし 

 (2) 使用の部分 

変更なし 
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公 告 

   大規模小売店舗に対する市町の意見の概要 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により聴取した意見

の概要は、次のとおりである。 

 なお、当該意見を次のとおり縦覧に供する。 

  平成31年３月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 （仮称）ドラッグコスモス西二見店 

  所在地 明石市二見町西二見駅前三丁目26番 

２ 法第８条第１項の規定により明石市から聴取した意見の概要 

 (1) 歩行者の安全確保等に係る事項 

当該店舗に面している北側及び東側の道路は明石市立二見西小学校の通学路となっている。そのため、

児童が登下校をする際には、警備員を２名以上配置するとともに、通学路と認識できる看板等を設置し、

児童の安全確保に努めること。 

(2) 防災・防犯対策への協力に係る事項 

  閉店時刻から開店時刻までは、駐車場の出入口を封鎖し、防犯対策及び登校時の安全確保に努めること。 

(3) 地域との協議に係る事項 

ア 周辺自治会長、二見校区まちづくり協議会長、二見小校区連合自治会長への事前説明をすること。 

イ 周辺自治会長などから出された意見、要望等に十分に配慮し、不安の解消に努めること。 

３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 

 (1) 縦覧場所 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び東播磨県民局加古川土木事務所まちづくり建築課 

 (2) 縦覧期間 

   平成31年３月22日から１月間 

 

入札公告 

次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成31年３月22日 

契約担当者 

県立神戸高等技術専門学院長 足 達 和 則  

１ 調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

   ノートパソコン24台及びプリンター１台 （賃貸借） 

(2) 調達物品の特質等 

調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 契約期間 

   平成31年６月１日（土）から平成36年５月31日（金）まで 

(4) 納入場所 

   県立神戸高等技術専門学院 

      神戸市西区学園東町５丁目２番 

(5) 入札方法 

   上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額（月額）の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 
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  本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札

参加資格の確認を受けた者であること。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で入札開始日時までに物品関係入札参加資格者として認定さ

れた者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び本件入

札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5)  兵庫県内に事業所を有する者であること。 県の入札参加資格者名簿の｢取引を希望する支店･営業所等｣

に兵庫県内の事業所を登録していない者は、 参加申込時に 「兵庫県内に有する事業所等に関する申告書」 

を提出すること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒651-2102 神戸市西区学園東町５丁目２番 

         県立神戸高等技術専門学院総務課 担当 北田 

         電 話（078）794－6630 

(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

   平成31年３月22日（金）から同月28日（木）まで（土曜日及び日曜日を除く。）午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時までを除く。） 

(3) 入札・開札の日時及び場所 

   平成31年４月５日（金）午後３時 県立神戸高等技術専門学院 本館３階 向上訓練教室１ 

(4) 入札書等の提出期限 

   上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書等を提出すること。ただし、郵便（書留郵便に限る。）

又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書

便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵

送等」という。）による入札については、平成31年４月４日（木）午後５時までに上記(1)の場所に必着の

こと。 

４  仕様確認について 

(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、 入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次によ

り必ず確認を受けること。 

ア 受付期間 

  平成31年３月22日（金）から同月28日（木）まで（土曜日及び日曜日を除く。）午前９時から午後５時

まで （正午から午後１時までを除く。） 

イ 受付場所  前記３(1)に同じ。 

ウ 提出書類 

  仕様確認申込書及び仕様を満たしていることを確認できるカタログ等 

エ 提出方法  持参又は郵送により提出すること。 

オ 確認の結果  平成31年４月１日（月）午後５時までに、入札者に通知する。 

  (2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(3) 入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。 

５ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間60箇月を乗じた額）

の100分の５以上の額を、平成31年４月３日（水）午前11時までに納入すること。ただし、保険会社との間
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に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出する

こと。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入

札は無効となる。 

(3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入すること。ただし、保険会社との間

に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出する

こと。 

(4) 入札に関する条件 

ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参又は到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が平成31年４月12日

（金）まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ケ 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者とする。 

コ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札決定後、落札者が暴力

団でないこと等についての誓約書及び落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を

確保するための誓約書を提出すること。 

(5) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格がない者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者

のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

   要作成 

(7) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

(8) その他 

   詳細は、入札説明書による。 

選挙管理委員会告示 

兵庫県選挙管理委員会告示第15号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により政治団体から提出された平成28年分の収

支に関する報告書の要旨を、同法第20条第１項の規定により次のとおり公表する。 

平成31年３月22日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 立 石 幸 雄 

収支報告書の要旨（その他の政治団体） 

（単位 円） 

Ｌｉｂｅｒａｌ Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ ｆｏｒ ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ 

報告年月日30.11.30  

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 
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兵庫県選挙管理委員会告示第16号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により政治団体から提出された平成29年分の収

支に関する報告書の要旨を、同法第20条第１項の規定により次のとおり公表する。 

平成31年３月22日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 立 石 幸 雄 

収支報告書の要旨（政党の支部） 

（単位 円） 

自由民主党市川町支部   

報告年月日30.11.28   

１ 収入総額  58,200 

   本年収入額  58,200 

２ 支出総額  22,920 

３ 本年収入の内訳  

 個人の党費・会費（59人）  58,200 

４ 支出の内訳  

 経常経費  13,500 

  事務所費  13,500 

 政治活動費  9,420 

  組織活動費  9,420 

  

自由民主党城崎支部   

報告年月日30.10.12   

１ 収入総額  913,921 

   前年繰越額  414,319 

   本年収入額  499,602 

２ 支出総額  357,302 

３ 本年収入の内訳  

 個人の党費・会費（61人）  69,600 

 機関紙誌の発行その他の事業による収入  206,000 

  通常総会  206,000 

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入  224,000 

  自由民主党兵庫県第五選挙区支部  224,000 

 その他の収入  2 

  一件10万円未満のもの  2 

４ 支出の内訳  

 政治活動費  357,302 

  組織活動費  341,924 

  選挙関係費  15,378 

  

自由民主党西支部  

報告年月日30.11.27  

１ 収入総額  353,607 

   前年繰越額  353,607 

２ 支出総額  0 

   

自由民主党兵庫県尼崎市第四支部   

報告年月日30.11.27   

１ 収入総額  0 
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２ 支出総額  0 

  

自由民主党兵庫県伊丹市第一支部  

報告年月日30.10.03  

１ 収入総額  49 

   前年繰越額  49 

２ 支出総額  0 

  

自由民主党兵庫県加古川市第二支部  

報告年月日30.11.30  

１ 収入総額  559,999 

   前年繰越額  559,999 

２ 支出総額  559,999 

３ 支出の内訳  

 経常経費  559,999 

  人件費  559,999 

  

自由民主党兵庫県歯科技工士会支部  

報告年月日30.10.05  

１ 収入総額  164,000 

   本年収入額  164,000 

２ 支出総額  164,000 

３ 本年収入の内訳  

 個人の党費・会費（45人）  164,000 

４ 支出の内訳  

 政治活動費  164,000 

  寄附・交付金  164,000 

  

自由民主党兵庫県西宮市第七支部  

報告年月日30.11.30  

１ 収入総額  454,512 

   前年繰越額  9,510 

   本年収入額  445,002 

２ 支出総額  447,500 

３ 本年収入の内訳  

 寄附  445,000 

  個人分  265,000 

  団体分  180,000 

 その他の収入  2 

  一件10万円未満のもの  2 

４ 支出の内訳  

 経常経費  30,000 

  人件費  30,000 

 政治活動費  417,500 

  組織活動費  167,500 

  寄附・交付金  250,000 

５ 寄附の内訳  

 〔個人分〕   

 森 岡 賢 司 100,000 西宮市 

 年間５万円以下のもの 165,000  
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 〔団体分〕  

 年間５万円以下のもの 180,000  

   

自由民主党八鹿町支部   

報告年月日30.12.20  

１ 収入総額  447,505 

   前年繰越額  151,505 

   本年収入額  296,000 

２ 支出総額  367,268 

３ 本年収入の内訳  

 機関紙誌の発行その他の事業による収入  125,000 

  自由民主党八鹿町支部総会会費  125,000 

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入  171,000 

  自由民主党兵庫県支部連合会  81,000 

  自由民主党兵庫県選挙第五区支部  90,000 

４ 支出の内訳  

 経常経費  60,508 

  人件費  25,000 

  事務所費  35,508 

 政治活動費  306,760 

  組織活動費  189,390 

  調査研究費  20,000 

  その他の経費  97,370 

 

収支報告書の要旨（資金管理団体（国会議員関係政治団体を除く。）） 

（単位 円） 

奥藤たかひろ後援会   

資金管理団体の届出をした者の氏名  奥 藤 隆 裕 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  赤穂市議会議員 

報告年月日30.09.18  

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

黒田一美の会   

資金管理団体の届出をした者の氏名  黒 田 一 美 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  兵庫県議会議員 

報告年月日30.09.05  

１ 収入総額  50,000 

   本年収入額  50,000 

２ 支出総額  50,000 

３ 本年収入の内訳  

 寄附  50,000 

  政治団体分  50,000 

４ 支出の内訳  

 政治活動費  50,000 

  組織活動費  50,000 

５ 寄附の内訳   

 〔政治団体分〕   

 年間５万円以下のもの 50,000  
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尚美会   

資金管理団体の届出をした者の氏名  奥 野 尚 美 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  兵庫県議会議員 

報告年月日30.09.28   

１ 収入総額 64,000 

   本年収入額 64,000 

２ 支出総額 64,000 

３ 本年収入の内訳 

 寄附 64,000 

  政治団体分 64,000 

４ 支出の内訳 

 政治活動費 64,000 

  寄附・交付金 64,000 

５ 寄附の内訳 

 〔政治団体分〕  

 年間５万円以下のもの 64,000  

   

長岡壮壽後援会   

資金管理団体の届出をした者の氏名  長 岡 壮 壽 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  兵庫県議会議員 

報告年月日30.09.14   

１ 収入総額 3,087,178 

   前年繰越額 2,887,178 

   本年収入額 200,000 

２ 支出総額 396,000 

３ 本年収入の内訳 

 寄附 200,000 

  個人分 200,000 

４ 支出の内訳 

 経常経費 396,000 

  人件費 360,000 

  光熱水費 12,000 

  備品・消耗品費 12,000 

  事務所費 12,000 

５ 寄附の内訳 

 〔個人分〕 

 年間５万円以下のもの 200,000 

   

わきた和子後援会   

資金管理団体の届出をした者の氏名  脇 田 和 子 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  神戸市議会議員 

報告年月日30.10.23  

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

 

収支報告書の要旨（その他の政治団体） 

（単位 円） 

相生市医師連盟   

報告年月日30.12.07 

１ 収入総額 2,141,690 
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   前年繰越額 1,987,689 

   本年収入額 154,001 

２ 支出総額 24,216 

３ 本年収入の内訳 

 寄附 154,000 

  政治団体分 154,000 

 その他の収入 1 

  一件10万円未満のもの 1 

４ 支出の内訳 

 政治活動費 24,216 

  寄附・交付金 24,216 

５ 寄附の内訳   

 〔政治団体分〕  

 兵庫県医師連盟 154,000 神戸市中央区 

  

秋田裕三後援会  

報告年月日30.10.11   

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

 

池本道治後援会 

報告年月日30.10.19 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

 

上田とも子後援会 

報告年月日30.09.03 

１ 収入総額 7,550 

   前年繰越額 7,550 

２ 支出総額 0 

 

大谷かんすけ後援会 

報告年月日30.11.27 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

 

大西ひでき後援会 

報告年月日30.10.31 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

 

奥田としのりを支援する会 

報告年月日30.11.06 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

   

おくの尚美をはげます会   

報告年月日30.09.28   

１ 収入総額 225,902 

   前年繰越額 161,902 
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   本年収入額 64,000 

２ 支出総額 44,206 

３ 本年収入の内訳 

 寄附 64,000 

  政治団体分 64,000 

４ 支出の内訳 

 経常経費 18,977 

  備品・消耗品費 18,977 

 政治活動費 25,229 

  組織活動費 18,533 

  調査研究費 6,696 

５ 寄附の内訳 

 〔政治団体分〕 

 尚美会 64,000 西宮市 

   

小田美根子と共に明るく楽しい淡路市をめざす会  

報告年月日30.10.04  

１ 収入総額  0

２ 支出総額  0

  

加西維新の会  

報告年月日30.10.18  

１ 収入総額  0

２ 支出総額  0

  

柏木剛後援会  

報告年月日30.10.23  

１ 収入総額  0

２ 支出総額  0

   

上谷幸美後援会  

報告年月日30.09.10  

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

  

黒田一美後援会  

報告年月日30.09.05  

１ 収入総額  1,215,383 

   前年繰越額  159,381 

   本年収入額  1,056,002 

２ 支出総額  1,104,194 

３ 本年収入の内訳  

 個人の党費・会費（352人）  1,056,000 

 その他の収入  2 

  一件10万円未満のもの  2 

４ 支出の内訳  

 経常経費  777,166 

  備品・消耗品費  68,652 

  事務所費  708,514 

 政治活動費  327,028 
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  組織活動費  327,028 

   

坂上明後援会   

報告年月日30.09.20   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

谷口博文後援会   

報告年月日30.09.28   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

つかはら照一後援会   

報告年月日30.10.18   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

恒田正美後援会   

報告年月日30.09.05   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

  

椿野ひとし後援会  

報告年月日30.10.12  

１ 収入総額  456,038 

   前年繰越額  67,038 

   本年収入額  389,000 

２ 支出総額  432,682 

３ 本年収入の内訳  

 寄附  389,000 

  個人分  389,000 

４ 支出の内訳  

 政治活動費  432,682 

  選挙関係費  237,850 

  機関紙誌の発行その他の事業費  194,832 

   機関紙誌の発行事業費  162,432 

   宣伝事業費  32,400 

５ 寄附の内訳  

 〔個人分〕   

 毛 戸   勝 189,000 豊岡市 

 椿 野 泰 宏 200,000 同 市 

   

中山えいじ後援会   

報告年月日30.09.05   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

    

はまのたかし後援会   

報告年月日30.09.25   

１ 収入総額  0 
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２ 支出総額  0 

   

日原ひろのぶ後援会   

報告年月日30.11.13   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

兵庫県歯科技工士連盟   

報告年月日30.10.05   

１ 収入総額  668,158 

   前年繰越額  284,258 

   本年収入額  383,900 

２ 支出総額  510,567 

３ 本年収入の内訳   

 個人の党費・会費（197人）  219,900 

 寄附  164,000 

  政治団体分  164,000 

４ 支出の内訳   

 経常経費  59,000 

  人件費  36,000 

  光熱水費  10,000 

  備品・消耗品費  5,000 

  事務所費  8,000 

 政治活動費  451,567 

  組織活動費  232,520 

  選挙関係費  54,080 

  寄附・交付金  164,000 

  その他の経費  967 

５ 寄附の内訳   

 〔政治団体分〕   

 自由民主党兵庫県歯科技工士会支部 164,000 神戸市兵庫区 

   

ひょう敏雄後援会   

報告年月日30.09.18   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

ひろなか信正後援会   

報告年月日30.11.19   

１ 収入総額  1,359,687 

   前年繰越額  514,206 

   本年収入額  845,481 

２ 支出総額  1,335,567 

３ 本年収入の内訳   

 寄附  88,481 

 〔うち寄附のあっせんによるもの〕  88,481 

  個人分  88,481 

 機関紙誌の発行その他の事業による収入  757,000 

  ひろなか信正を励ます会  757,000 

４ 支出の内訳  
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 経常経費  12,221 

  備品・消耗品費  12,221 

 政治活動費  1,323,346 

  組織活動費  31,600 

  選挙関係費  79,715 

  機関紙誌の発行その他の事業費  1,212,031 

   機関紙誌の発行事業費  232,165 

   宣伝事業費  162,800 

   その他の事業費  817,066 

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 年間５万円以下のもの 88,481  

６ 寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳  

 ひろなか信正励ます会実行委員会 88,481 尼崎市 

   

藤本幸作後援会   

報告年月日30.10.31   

１ 収入総額  151,951 

   前年繰越額  1,951 

   本年収入額  150,000 

２ 支出総額  149,641 

３ 本年収入の内訳   

 寄附  150,000 

  個人分  150,000 

４ 支出の内訳   

 政治活動費  149,641 

  組織活動費  149,641 

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 藤 本 幸 作 150,000 三木市 

   

松浦國泰後援会   

報告年月日30.10.19   

１ 収入総額  7,308 

   前年繰越額  7,308 

２ 支出総額  0 

   

宮松のぶえ後援会   

報告年月日30.09.19   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

未来政経調査会２１   

報告年月日30.09.10   

１ 収入総額  2,467,430 

   前年繰越額  2,467,430 

２ 支出総額  0 

３ 資産等の内訳   

 〔動産〕  

 街宣車（１台） 1,500,000
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向山こういち後援会  

報告年月日30.11.02  

１ 収入総額  3,139,294 

   前年繰越額  759,294 

   本年収入額  2,380,000 

２ 支出総額  1,844,261 

３ 本年収入の内訳  

 寄附  1,500,000 

  政治団体分  1,500,000 

 機関紙誌の発行その他の事業による収入  880,000 

  新年会  880,000 

４ 支出の内訳  

 政治活動費  1,844,261 

  組織活動費  873,226 

  機関紙誌の発行その他の事業費  971,035 

   機関紙誌の発行事業費  15,662 

   宣伝事業費  16,500 

   その他の事業費  938,873 

５ 寄附の内訳   

 〔政治団体分〕  

 神戸再生の会 1,500,000 神戸市北区 

   

山口みさえ後援会「みさえ広場」  

報告年月日30.12.21  

１ 収入総額  281,298 

   前年繰越額  81,298 

   本年収入額  200,000 

２ 支出総額  237,454 

３ 本年収入の内訳  

 寄附  200,000 

  個人分  200,000 

４ 支出の内訳  

 政治活動費  237,454 

  組織活動費  67,120 

  機関紙誌の発行その他の事業費 170,334 

   機関紙誌の発行事業費 170,334 

５ 寄附の内訳  

 〔個人分〕  

 山 口 みさえ 200,000 芦屋市 

  

山﨑憲一と尼崎の１００年後を考える会   

報告年月日30.12.07  

１ 収入総額  1,229,000 

   本年収入額  1,229,000 

２ 支出総額  1,105,856 

３ 本年収入の内訳   

 寄附 729,000 

  個人分 159,000 

  政治団体分 570,000 



平成31年３月22日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 3090 号 

21 

 借入金 500,000 

  出 井 香 澄 500,000 

４ 支出の内訳 

 政治活動費 1,105,856 

  組織活動費 5,300 

  機関紙誌の発行その他の事業費 600,556 

   宣伝事業費 600,556 

  寄附・交付金 500,000 

５ 寄附の内訳  

 〔個人分〕  

 年間５万円以下のもの 159,000  

 〔政治団体分〕  

 丸尾まきと暮らしのネットワーク尼崎 570,000 尼崎市 

  

山本修三後援会   

報告年月日30.09.03   

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

 

拉致被害者を救う会兵庫 

報告年月日30.11.30 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0

   

Ｌｉｂｅｒａｌ Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ ｆｏｒ ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ 

報告年月日30.11.30   

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第17号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第17条第１項の規定により政治団体から解散

に係る収支に関する報告書の提出があったので、法第20条第１項の規定によりその要旨を次のとおり公表する。 

平成31年３月22日 

                               兵庫県選挙管理委員会 

委員長 立 石 幸 雄  

収支報告書の要旨（政党の支部） 

 （単位 円） 

平成30年解散分 

希望の党兵庫県衆議院第４選挙区支部 

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号

公職の候補者の氏名 野 口 威 光 

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員 

報告年月日30.05.14（30.04.19解散） 

１ 収入総額 152,739 

   前年繰越額 152,739 

２ 支出総額 151,520 

３ 支出の内訳 

 経常経費 73,360 

  事務所費 73,360 
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 政治活動費 78,160 

  組織活動費 78,160 

希望の党兵庫県第１区総支部 

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号

公職の候補者の氏名 井 坂 信 彦 

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員 

報告年月日30.06.26（30.05.07解散） 

１ 収入総額 1,500,000 

   本年収入額 1,500,000 

２ 支出総額 1,500,000 

３ 本年収入の内訳 

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 1,500,000 

  希望の党本部 1,500,000 

４ 支出の内訳 

 経常経費 1,494,500 

  人件費 1,274,704 

  備品・消耗品費 3,796 

  事務所費 216,000 

 政治活動費 5,500 

  組織活動費 5,500 

   

希望の党兵庫県第７区総支部   

国会議員関係政治団体の区分  法第19条の７第１項第１号

公職の候補者の氏名 畠 中 光 成 

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員 

報告年月日30.07.05（30.05.07解散） 

１ 収入総額 1,500,000 

   本年収入額 1,500,000 

２ 支出総額 1,500,000 

３ 本年収入の内訳 

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 1,500,000 

  希望の党本部 1,500,000 

４ 支出の内訳 

 経常経費 392,680 

  光熱水費 5,656 

  備品・消耗品費 28,872 

  事務所費 358,152 

 政治活動費 1,107,320 

  組織活動費 62,837 

  機関紙誌の発行その他の事業費  299,208 

   宣伝事業費  299,208 

  寄附・交付金  745,275 

   

国民民主党兵庫県明石市支部   

報告年月日30.08.08（30.07.31解散）   

１ 収入総額  4,060,720 

   前年繰越額  685,717 

   本年収入額  3,375,003 

２ 支出総額  4,060,720 
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３ 本年収入の内訳   

 個人の党費・会費（141人）  3,375,000 

 その他の収入  3 

  一件10万円未満のもの  3 

４ 支出の内訳   

 経常経費  585,127 

  人件費  175,000 

  光熱水費  18,027 

  備品・消耗品費  136,236 

  事務所費  255,864 

 政治活動費  3,475,593 

  寄附・交付金  3,475,593 

   

自由民主党姫路第一支部   

報告年月日30.12.13（30.11.13解散）   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

自由民主党兵庫県加古川市第二支部   

報告年月日30.11.30（30.11.29解散）   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

自由民主党兵庫県港運支部   

報告年月日30.08.22（30.07.31解散）   

１ 収入総額  9,478 

   前年繰越額  9,478 

２ 支出総額  9,478 

３ 支出の内訳   

政治活動費  9,478

 その他の経費  9,478

   

自由民主党兵庫県神戸市長田区第二支部   

報告年月日30.09.11（30.09.11解散）   

１ 収入総額  1,880,406 

   前年繰越額  1,471,999 

   本年収入額  408,407 

２ 支出総額  1,880,406 

３ 本年収入の内訳   

 寄附  408,407 

  個人分  408,407 

４ 支出の内訳   

 経常経費  1,374,408 

  人件費  511,278 

  光熱水費  33,301 

  事務所費  829,829 

 政治活動費  505,998 

  組織活動費  324,240 

  機関紙誌の発行その他の事業費  158,685 

   宣伝事業費  158,685 
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  調査研究費  23,073 

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 平 井 良 治 300,000 神戸市中央区 

 加 田 裕 之 108,407 同 市長田区 

   

自由民主党兵庫県宍粟市第一支部   

報告年月日30.04.10（30.03.30解散）   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

自由民主党兵庫県三木市第一支部   

報告年月日30.03.27（30.03.25解散）   

１ 収入総額  304,615 

   前年繰越額  304,615 

２ 支出総額  304,615 

３ 支出の内訳   

 政治活動費  304,615 

  組織活動費  56,130 

  調査研究費  248,485 

   

日本維新の会衆議院兵庫県第３選挙区支部   

国会議員関係政治団体の区分  法第19条の７第１項第１号

公職の候補者の氏名  松 木 秀一郎 

公職の候補者に係る公職の種類  衆議院議員 

報告年月日30.12.25（30.10.31解散）   

１ 収入総額  4,800,000 

   本年収入額  4,800,000 

２ 支出総額  4,800,000 

３ 本年収入の内訳   

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入  4,800,000 

  日本維新の会本部  4,800,000 

４ 支出の内訳   

 経常経費  1,055,973 

  備品・消耗品費  87,911 

  事務所費  968,062

 政治活動費  3,744,027 

  組織活動費  122,310 

  機関紙誌の発行その他の事業費  1,805,000 

   宣伝事業費  1,805,000 

  その他の経費  1,816,717 

 

収支報告書の要旨（国会議員関係政治団体（政党の支部を除く。）） 

（単位 円） 

平成30年解散分 

神戸播磨経政会 

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号

及び第２号 

公職の候補者の氏名 藤 井 比早之 

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員 



平成31年３月22日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 3090 号 

25 

報告年月日30.12.18（30.12.03解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

 

収支報告書の要旨（資金管理団体（国会議員関係政治団体を除く。）） 

（単位 円） 

平成29年解散分 

今栄進一後援会 

資金管理団体の届出をした者の氏名  今 栄 進 一 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  姫路市議会議員 

報告年月日30.10.31（29.12.31解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

  

平成30年解散分  

井上力後援会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 井 上  力 

資金管理団体の届出に係る公職の種類 兵庫県議会議員 

報告年月日30.12.04（30.12.01解散） 

１ 収入総額 810,915 

   前年繰越額 810,915 

２ 支出総額 0 

大西健一後援会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 大 西 健 一 

資金管理団体の届出に係る公職の種類 加古川市議会議員 

報告年月日30.05.25（30.05.25解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

おかざき稔後援会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡 崎   稔 

資金管理団体の届出に係る公職の種類 洲本市議会議員 

報告年月日30.03.20（30.03.18解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

市民目線の会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 北 村 利 夫 

資金管理団体の届出に係る公職の種類 南あわじ市議会議員 

報告年月日30.03.27（30.03.27解散） 

１ 収入総額 22,977 

   前年繰越額 22,977 

２ 支出総額 0 

 

収支報告書の要旨（その他の政治団体） 

（単位 円） 

平成29年解散分 

寺本はつみ後援会 

報告年月日30.10.04（29.12.15解散） 
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１ 収入総額 9,283,908 

   前年繰越額 7,983,908 

   本年収入額 1,300,000 

２ 支出総額 1,375,000 

３ 本年収入の内訳 

 寄附 1,300,000 

  政治団体分 1,300,000 

４ 支出の内訳 

 経常経費 295,000 

  事務所費  295,000 

 政治活動費  1,080,000 

  組織活動費  80,000 

  寄附・交付金  1,000,000 

５ 寄附の内訳   

 〔政治団体分〕   

 尼崎建設事業協同組合明るい政治研究会  1,300,000 

やまもり昭夫後援会 

報告年月日30.09.03（29.12.31解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

   

平成30年解散分   

ＡＫＡ－ＳＨＩみらい会議   

報告年月日30.04.20（30.04.20解散）   

１ 収入総額  162,322 

   前年繰越額  162,322 

２ 支出総額  0 

   

秋田裕三後援会   

報告年月日30.10.11（30.10.11解散）   

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

尼崎に維新の火を灯す会   

報告年月日30.01.19（30.01.10解散）   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

池田勝雄後援会   

報告年月日30.03.26（30.03.26解散）   

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

石原正幸後援会 

報告年月日30.12.27（30.12.26解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

いそがいくにお後援会 
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報告年月日30.03.14（30.03.01解散） 

１ 収入総額 19,879 

   前年繰越額 19,879 

２ 支出総額 0 

   

今川明君を励ます会 

報告年月日30.05.01（30.04.30解散） 

１ 収入総額 70,170 

   前年繰越額 70,170 

２ 支出総額 0

医療福祉政策研究会ひょうご 

報告年月日30.01.31（30.01.09解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

岩谷英雄後援会 

報告年月日30.02.21（30.02.20解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

上森三郎後援会 

報告年月日30.09.03（30.08.31解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

   

梅田幸広後援会   

報告年月日30.05.11（30.05.11解散）   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

尾崎ひでのり後援会  

報告年月日30.05.28（30.05.20解散） 

１ 収入総額 5,000 

   前年繰越額 5,000 

２ 支出総額 0 

改革推進の会 

報告年月日30.06.27（30.06.26解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

柏木剛後援会 

報告年月日30.10.23（30.10.23解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

活力を取り戻そう一期一会の会 

報告年月日30.04.03（30.03.30解散） 

１ 収入総額 57,872 

   前年繰越額 57,872 
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２ 支出総額 0 

   

かみたに広志後援会   

報告年月日30.02.19（30.02.19解散）   

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

木曽ひろみ後援会 

報告年月日30.03.27（30.03.27解散） 

１ 収入総額 5,807 

   前年繰越額 5,807 

２ 支出総額 0 

北村たけし後援会 

報告年月日30.06.05（30.03.01解散） 

１ 収入総額 33,004 

   前年繰越額 33,004 

２ 支出総額 0 

木下義寿後援会 

報告年月日30.11.26（30.10.31解散） 

１ 収入総額 13,350 

   前年繰越額 13,350 

２ 支出総額 0 

   

きりやましげる後援会 

報告年月日30.03.01（30.03.01解散） 

１ 収入総額 18,791 

   前年繰越額 18,791 

２ 支出総額 0 

小池のりお後援会 

報告年月日30.02.08（30.01.09解散） 

１ 収入総額 167,012 

   前年繰越額 167,012 

２ 支出総額 0 

幸福実現党神戸東後援会 

報告年月日30.03.19（30.03.19解散） 

１ 収入総額 326,923 

   前年繰越額 326,922 

   本年収入額 1 

２ 支出総額 326,923 

３ 本年収入の内訳 

 その他の収入 1 

  一件10万円未満のもの 1 

４ 支出の内訳 

 政治活動費 326,923 

  寄附・交付金 326,923 

小林和男後援会 
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報告年月日30.05.11（30.04.23解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

さとう守後援会 

報告年月日30.05.22（30.05.22解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

篠木圭子後援会 

報告年月日30.12.05（30.12.05解散） 

１ 収入総額 35,000 

   前年繰越額 35,000 

２ 支出総額 35,000 

３ 支出の内訳 

 政治活動費 35,000 

  寄附・交付金 35,000 

新風加古郡をつくる会 

報告年月日30.03.20（30.03.18解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

すがゆうき後援会   

報告年月日30.12.03（30.12.03解散）   

１ 収入総額  3,116,000 

   本年収入額  3,116,000 

２ 支出総額  2,822,098

３ 本年収入の内訳   

 個人の党費・会費（50人）  50,000 

 寄附  3,066,000 

  個人分  3,066,000 

４ 支出の内訳   

 経常経費  7,285 

  備品・消耗品費  7,285 

 政治活動費  2,814,813 

  機関紙誌の発行その他の事業費  2,804,707 

宣伝事業費  2,802,649

その他の事業費  2,058

  その他の経費  10,106 

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 管   庸 夫 1,300,000 西宮市 

 世 木   智 200,000 京都府船井郡京丹波町 

 小 西 成 美 949,000 西宮市 

年間５万円以下のもの 617,000  

   

須磨未来まちづくり１００人委員会 

報告年月日30.05.28（30.05.20解散） 

１ 収入総額 5,000 
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   前年繰越額 5,000 

２ 支出総額 0 

税理士による石井一後援会 

報告年月日30.05.31（30.05.25解散） 

１ 収入総額 34,659 

   前年繰越額 34,659 

２ 支出総額 34,659 

３ 支出の内訳  

 政治活動費  34,659 

  その他の経費  34,659 

高山政信後援会 

報告年月日30.03.05（30.03.05解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

たきかわ忠和後援会 

報告年月日30.08.24（30.08.24解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

長瀬幸夫励ます会 

報告年月日30.04.03（30.03.30解散） 

１ 収入総額 9,092 

   前年繰越額 9,092 

２ 支出総額 0 

二階一夫後援会 

報告年月日30.11.09（30.10.31解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

西野ひろし後援会 

報告年月日30.12.19（30.11.30解散） 

１ 収入総額 1,908 

   前年繰越額 1,908 

２ 支出総額 0 

西宮市民ファーストの会 

報告年月日30.08.03（30.08.03解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

西村伸一後援会 

報告年月日30.03.22（30.03.01解散） 

１ 収入総額 3,380 

   前年繰越額 3,380 

２ 支出総額 0 

   

ＮＥＸＴ ＫＡＭＩＫＡＷＡ ＮＥＴ 
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報告年月日30.09.03（30.08.31解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

３ 資産等の内訳 

 〔貸入金〕   

 ＮＥＸＴ ＨＹＯＧＯ ＮＥＴ 2,877,145

   

ＮＥＸＴ ＨＹＯＧＯ ＮＥＴ 

報告年月日30.09.03（30.08.31解散） 

１ 収入総額 266,630 

   前年繰越額 52,330 

   本年収入額 214,300 

２ 支出総額 266,630 

３ 本年収入の内訳 

 寄附 163,000 

  個人分 163,000 

 借入金 51,300 

  上 森 三 郎 51,300 

４ 支出の内訳 

 経常経費 152,066 

  備品・消耗品費 2,880 

  事務所費 149,186 

 政治活動費 114,564 

  その他の経費 114,564 

５ 寄附の内訳 

 〔個人分〕 

 東 良 和 子 163,000 三田市 

６ 資産等の内訳 

 〔貸付金〕 

 ＮＥＸＴ ＫＡＭＩＫＡＷＡ ＮＥＴ 2,877,145

 〔借入金〕 

 上 森 三 郎 2,837,847

ふくしまひとし後援会 

報告年月日30.03.22（30.03.22解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

藤原正憲後援会 

報告年月日30.02.26（30.02.26解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

  

前野ふみたか後援会 

報告年月日30.03.06（30.03.06解散） 

１ 収入総額 2,095 

   本年収入額 2,095 

２ 支出総額 2,095 

３ 本年収入の内訳 

 その他の収入 2,095 
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  一件10万円未満のもの 2,095 

４ 支出の内訳 

 経常経費 2,095 

  事務所費 2,095

   

升田勝義後援会   

報告年月日30.02.27（30.02.25解散）   

１ 収入総額  893,591 

   前年繰越額 893,591 

２ 支出総額 0 

   

松浦國泰後援会 

報告年月日30.10.19（30.10.19解散） 

１ 収入総額 7,308 

   前年繰越額 7,308 

２ 支出総額 0 

松原幸作後援会  

報告年月日30.12.27（30.12.02解散）   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

的場信幸後援会   

報告年月日30.05.15（30.05.15解散）   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

   

三木新党８人のサムライ   

報告年月日30.06.26（30.06.01解散） 

１ 収入総額 85,835 

   前年繰越額 85,835 

２ 支出総額 0 

   

三木の改革を継続する市民の会 

報告年月日30.03.30（30.03.16解散） 

１ 収入総額 19,819 

   前年繰越額 19,819 

２ 支出総額 0 

三宅利弘後援会 

報告年月日30.08.24（30.08.24解散） 

１ 収入総額 150 

   前年繰越額 150 

２ 支出総額 0 

宮脇さとし後援会 

報告年月日30.08.22（30.07.31解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

みらいの風 
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報告年月日30.07.23（30.07.23解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

   

安田しょうじ後援会   

報告年月日30.10.29（30.10.29解散）   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額 0 

矢内作夫後援会 

報告年月日30.04.02（30.03.31解散） 

１ 収入総額 20,600 

   前年繰越額 20,600 

２ 支出総額 0 

やぶもと吉秀後援会 

報告年月日30.03.30（30.03.16解散） 

１ 収入総額 207,183 

   前年繰越額 207,182 

   本年収入額 1 

２ 支出総額 0 

３ 本年収入の内訳 

 その他の収入 1 

  一件10万円未満のもの 1 

  

山本和彦後援会 

報告年月日30.08.27（30.08.27解散） 

１ 収入総額 0 

２ 支出総額 0 

よこ山義夫後援会 

報告年月日30.11.20（30.11.10解散） 

１ 収入総額 587,399 

   前年繰越額 347,396 

   本年収入額 240,003 

２ 支出総額 0 

３ 本年収入の内訳 

 寄附 240,000 

  政治団体分 240,000 

 その他の収入 3 

  一件10万円未満のもの 3 

４ 寄附の内訳 

 〔政治団体分〕 

 高菱政治活動委員会 240,000 高砂市 

   

Ｌｉｂｅｒａｌ Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ ｆｏｒ ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ 

報告年月日30.11.30（30.11.01解散）   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 
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脇本松夫後援会   

報告年月日30.04.03（30.03.30解散）   

１ 収入総額  1,148 

   前年繰越額  1,148

２ 支出総額  0 

  

渡辺あきなが後援会   

報告年月日30.05.15（30.05.15解散）   

１ 収入総額  0 

２ 支出総額  0 

人 事 委 員 会 規 則 

 職員の給与に関する規則及び公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

平成31年３月22日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 太 田 和 成  

兵庫県人事委員会規則第１号 

職員の給与に関する規則及び公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則 

（職員の給与に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する規則（昭和35年兵庫県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

附則第４項を削り、附則第５項中「条例附則第７条第１項」を「条例附則第６条第１項」に改め、同項を

附則第４項とし、附則第６項及び第７項を削り、附則第８項を附則第５項とし、附則第９項を附則第６項と

する。 

（公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部改正） 

第２条 公立学校教育職員等の給与に関する規則（昭和35年兵庫県人事委員会規則第13号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第４項を削り、附則第５項中「条例附則第６条第１項」を「条例附則第４条第１項」に改め、同項を

附則第４項とし、附則第６項及び第７項を削り、附則第８項を附則第５項とする。 

附 則 

 この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

 

 職員の自己啓発、社会貢献等のための休業に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成31年３月22日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 太 田 和 成  

兵庫県人事委員会規則第２号 

職員の自己啓発、社会貢献等のための休業に関する規則の一部を改正する規則 

職員の自己啓発、社会貢献等のための休業に関する規則（平成20年兵庫県人事委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条及び第３条中「第104条第４項第２号」を「第104条第７項第２号」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の職員の自己啓発、社会貢献等のための休業に関する規則（以下「改正後の規則」

という。）第２条第３号に規定する課程には、学校教育法等の一部を改正する法律（平成29年法律第41号）に
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よる改正前の学校教育法（以下「旧学校教育法」という。）第104条第４項第２号の規定により旧学校教育法

第83条に規定する大学（当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条

に規定する大学院を含む。）の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。 

３ 改正後の規則第３条の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、この規則による改正前

の職員の自己啓発、社会貢献等のための休業に関する規則第３条に規定する大学院の課程（旧学校教育法第

104条第４項第２号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。）を含む

ものとする。 

人 事 委 員 会 告 示 

 職員の給与に関する実施規程及び公立学校教育職員等の給与に関する実施規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。 

平成31年３月22日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 太 田 和 成  

兵庫県人事委員会告示第２号 

職員の給与に関する実施規程及び公立学校教育職員等の給与に関する実施規程の一部を改正す

る規程 

（職員の給与に関する実施規程の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する実施規程（昭和35年兵庫県人事委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。   

附則第３項中「条例附則第７条第１項」を「条例附則第６条第１項」に改める。 

（公立学校教育職員等の給与に関する実施規程の一部改正） 

第２条 公立学校教育職員等の給与に関する実施規程（昭和35年兵庫県人事委員会告示第９号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第４項中「条例附則第６条第１項」を「条例附則第４条第１項」に改める。 

   附 則 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 
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